
住宅宿泊事業者（民泊）を営もうとする方へ 

 

令和 7年 4月 1日から 

「廃棄物に関する確認書」の確認場所・方法が変わりました 

①新宿区の組織改正に伴い、令和 7年 4月 1日より、住宅宿泊事業の届出の際に添付が必要

である「住宅宿泊事業に伴う廃棄物に関する確認書」の確認（押印）場所が変わりました。 

（旧）ごみ減量リサイクル課 事業系ごみ減量係（歌舞伎町１－４－１；本庁舎 7階） 

（新）新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係（下落合２－１－１）（裏面参照） 

 

②住宅宿泊事業を営もうとする事業者は、発生するごみ（（一般廃棄物・産業廃棄物）の処理

方法について、処理業者への委託／区による収集を希望されるかを問わず、原則として、以

下のとおり、新宿清掃事務所事業系ごみ減量係に確認・ご相談ください。 

収集業者が決まっている場合（ 

 

①の通り、新宿清掃事務所事業系ごみ減量係で、確認書に記載されている収集運搬業者が許可を有する業

者であるか確認の上、確認書に押印します。 

事前に下記の新宿清掃事務所事業系ごみ減量係にご連絡いただき、新宿清掃事務所までお越しください。 

※収集運搬業の許可を有さない業者（（民泊コンサル会社など）をご記入いただいても確認書への押印はで

きません。また、収集運搬業許可を有さない業者によるごみの収集運搬は違法です。 

 

収集業者が決まっていない場合（ 

 

〇一般廃棄物処理業者 

新宿区のホームページから「一般廃棄物処理業者」で検索 

※許可業者一覧（普通ごみ）の中に記載の許可業者と交渉の上、契約してください。 

※許可業者の中には、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を有する場合もあります。 

〇産業廃棄物処理業者 

東京都ホームページの検索ボックスで環境局を指定し、「産業廃棄物処理業者」で検索    

（問合せ先）東京都環境局（資源循環推進部（産業廃棄物対策課  

℡.０３－５３８８－３５８６ 

または、 

 「一般社団法人 東京都産業資源循環協会」で産業廃棄物処理業者の紹介を受けてください。 

℡.０３－５２８３－５４５５ 

 

業者と交渉したが見つからず、区収集を希望される場合 

新宿清掃事務所事業系ごみ減量係にご連絡いただき、交渉先等を確認の上、所管の清掃事務所又は清掃セ

ンター窓口をご案内いたします。 

※事前の連絡、相談がなく、清掃事務所又は清掃センターに区収集のご相談にお越しいただいても、受付

はできません。 

担当・問い合わせ先 

 新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係 ℡.０３－３９５０－３８１４ 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿清掃事務所 事業系ごみ減量係 

新宿区下落合２－１－１ 

TEL：０３－３９５０－３８１４ 
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新宿清掃事務所 
高田馬場駅より徒歩約 7 分 
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